
 

 

議  案  第  ４６  号  

 

 

新居浜市特別職の職員等の給与の臨時特例に関する条例の制定について  

 

新居浜市特別職の職員等の給与の臨時特例に関する条例を次のとおり制定する。  

 

平成２５年６月１３日提出  

 

新居浜市長  石  川  勝  行  

 

 

新居浜市特別職の職員等の給与の臨時特例に関する条例  

 

（趣旨）  

第１条  この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律（平成２４年

法律第２号）に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成２５年７月１日

から平成２６年３月３１日までの間（以下「特例期間」という。）における特別職の

職員（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３条に規定する特別職に属する

職員をいう。以下同じ。）等の給与の支給額を減額するため、新居浜市特別職の職員

の給与に関する条例（昭和３１年条例第２０号。以下「特別職の給与条例」とい

う。）等の特例を定めるものとする。  

（特別職の給与条例の特例）  

第２条  特例期間においては、特別職の給与条例別表に掲げる特別職の職員に対する給

料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次の各号に掲げる職名の区分

に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。  

（１）市長  １００分の２０  

（２）副市長（統括）  １００分の１５  

（３）監査委員  １００分の１０  



 

 

２ 特例期間においては、特別職の給与条例に基づき支給される期末手当の支給に当たっ

ては、期末手当の額から、期末手当の額に前項各号に掲げる職名の区分に応じ、それ

ぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。  

（新居浜市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の特例）  

第３条  特例期間においては、新居浜市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁

償に関する条例（昭和３１年条例第１６号）別表に掲げる識見を有する者のうちから

選任された非常勤監査委員に対する報酬月額の支給に当たっては、報酬月額から、報

酬月額に１００分の３．７４を乗じて得た額に相当する額を減ずる。  

（新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の特例）  

第４条  特例期間においては、新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関

する条例（昭和４２年条例第１１号。以下「教育長の給与等条例」という。）第３条

の表に掲げる教育長に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額

に１００分の１２を乗じて得た額に相当する額を減ずる。  

２  特例期間においては、教育長の給与等条例に基づき支給される期末手当の支給に当

たっては、期末手当の額から、期末手当の額に１００分の１２を乗じて得た額に相当

する額を減ずる。  

（端数計算）  

第５条  この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する

場合において、当該額に１円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとす

る。  

附  則  

この条例は、平成２５年７月１日から施行する。  

 

提案理由  

国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律に基づく国家公務員の給与減額支

給措置を踏まえ、特別職の職員等の給与の支給額を減額するため、本案を提出する。  


